
・　会社の倒産
・　同族関係者以外の者に株式等を全
部譲渡した場合（譲渡対価等を上回る
税額を免除）
・　先代経営者の死亡前の後継者の死亡
・　先代経営者の死亡（相続税の課税対
象とされ贈与税の猶予税額は免除）

「猶予継続贈与」の
場合には、一定部分
の猶予税額が免除

「猶予継続贈与」の
場合には、一定部分
の猶予税額が免除

猶予税額の全部又は
一部と利子税を納付

猶予税額
の免除

（5年間平均）

株式等の全部又は
一定以上の贈与

贈与税の
申告期限

やむを得ない
理由があるなど
一定の場合

後継者の贈与税額のうち議
決権株式等（贈与後で発行
済議決権株式等の３分の２に
達するまで）に対応する贈与
税の納税を猶予






